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要旨 

 Child Death Review（CDR）はこどもの死を予防する方法を、死亡例の検証によって抽出し、こ

れを社会実現していくための検証制度である。これを有効に社会実装するためには、正確な死因究

明が土台となる。特に 1歳未満の乳幼児の主要死亡原因である予期せぬ乳幼児の突然死（SUDI）診

断に混乱が存在していることは明らかである。既に実施した調査で様々な要因が指摘されたが、診

断手引きの改訂が着手可能な課題と認識された。日本小児突然死予防医学会が 2006 年に公開した

診断手引き改訂第 2版を基に、学会と協力して改訂第 3版の編集を進めることとなった。この過程

で課題となったこと、課題に対するアプローチを纏めることで SUDI 診断に対する共通概念の確立

を目的として研究を進めた。 

 

 

A. 緒言 

予期せぬ乳幼児の突然死（SUDI: Sudden 

Unexpected Death in Infant）は 1歳未満乳幼

児の主要死亡原因の一つである。SUDI の定義は

定められていないが、「それまでの病歴から死亡

が予測できなかった乳幼児に発生した突然の死

亡」として受け入れられている。SUDI には、乳

幼児突然死症候群（SIDS: Sudden infant Death 

Syndrome）を始め外因死や突発的な内因性の死

亡など全てを網羅している概念である。SIDS は

疾患として受け入れられてはいるが、診断を決

定付ける所見がないため診断には不確実要素を

含んだものになりかねない。それらを包含した

概念として SUDI が提唱された。 

 我が国の SUDI 診断の内訳をみると、2005 年

の SIDS の定義改定以降、原因不明が首位を占め

ている。原因不明が増えることは、公衆衛生の

安定や突然死予防に関する研究には不利益とな

る。また、Child Death Review(CDR)を実装する

うえでも困難な要因となりえてしまう。そこで、

本研究事業においても原因不明が首位を占めて

いる背景を調査し、対策や改善点を模索してき

た 1.2。その結果、診断に当たる法医病理医の要

望として、遺伝子検査など最新の検査を実施可

能な環境の整備をはじめ、臨床情報や死亡状況

調査結果が診断医に伝達されるシステムの構築

などいくつかの課題が指摘された。これらは国

の取り組みとして検討する必要があるが、直ち

に実施可能な要望として、診断の手引きの改訂

が挙げられた。診断の手引きは日本小児突然死

予防医学会（旧 SIDS 学会）が 2006 年に改訂第

2版として公開していることから 3、同学会理事

会に提案し研究事業と協力して、改訂第 3 版の

編纂に着手した。改訂を推進するために、診断

基準検討委員会を法病理医、病理医、小児科医

を中心に構成して、2023年から改訂に着手した。 

 

B. 方法，および C. 結果 

 上記を踏まえて，以下のとおり改訂をすすめ

た。 
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1. 改訂にあたって 

 日本小児突然死予防医学会（旧日本 SIDS 学会、

旧日本 SIDS・乳幼児突然死予防学会）は、2006

年に「乳幼児突然死症候群（SIDS）診断の手引き 

改訂第 2 版」を公表し、現在も国内で広く利用

されている 3。2005年にSIDSの定義が改訂され、

診断には剖検が必須とし、年齢も 1 歳未満とす

るなど国際的定義に沿った定義になった 4。しか

し、診断を決定付ける所見がないため、SIDS 診

断には取扱者の間に混乱が存在していた。第 2

版の編集では、医師や研究者の専門分野が臨床・

病理・法医と異なっていても、同じ予期せぬ乳

幼児突然死（Sudden Unexpected Death in 

Infant: SUDI）症例ならば、共通の認識に基づ

いて SIDS 診断が標準化されることを目指した。

しかし、わが国では剖検率が低かったこともあ

り、それまで SIDSおよび SIDS の疑いと診断さ

れていた症例が「不詳」や「不明」に移行する状

況が出現した。一方、日本を含め世界的に SUDI

研究が広く実施され、死後画像検査・遺伝子検

査・生化学検査などの新たな診断手法も発展し

た。その結果、多くの情報が得られるようにな

ったが、それによってさらに診断への道筋が複

雑化し「不詳」や「不明」へと診断移行が加速

し、診断が不確定になることの懸念が世界的に

広がっている。 

 そこで、本学会診断基準検討委員会は新たな

検査に関する記載も加えた改訂第 3 版を作成す

ることにした。まず、死亡状況調査や新たな検

査に詳しい SUDI の専門家からなる委員会を設

置し、下記の基本方針および具体的検討内容を

議論により策定した。次に、各検査の専門家か

らなる小グループを編成することで各検査の指

針案を作成した。そして、最後に、各グループの

代表が会合し、総合的に検討することで新たな

手引きを作成した。なお、編集にあたっては日

本における診断体制の標準化も念頭に置き、

SUDIを取り扱うときの手引きとしても利用でき

ることを目指した。 

改訂の基本方針 

l 予期せぬ乳幼児の突然死（Sudden 

Unexpected Death in Infant）とは、それ

までの病歴や家族歴から死亡が予測できな

かった乳幼児が突然に死亡したものを指す 

l 診断手引きは医学的分類、医学研究、グリー

フケア、チャイルド・デス・レビューへの貢

献を目的とする 

l 個々の医師による診断の支援となる分類手

順・検査を提示する 

l SIDS以外の死因診断（推定）は客観的所見

を基盤とする 

l SIDS の定義に記されている剖検・死亡状況

調査（DSI : Death Scene Investigation）・

病歴調査 （以下、必須検査）を実施したう

えで死を説明しうる所見が認められない場

合に、診断医の判断によって SIDS と診断す

る 

l 必須検査を実施したうえで死因を説明しう

る所見が認められない症例でも、他の要因

による死亡の可能性が完全に否定できない

との疑いが残る場合は、死亡診断書（死体検

案書）に「乳幼児突然死」と記載する。その

際、必要に応じて可能ならば「その他特に付

言すべきことがら」の欄にその理由などを

付記する 

l 「乳幼児突然死」とした症例の死亡診断書

（死体検案書）における死因の種類につい

ては、「病死及び自然死」であると判断（推

定）される場合は死因の種類の(1)を、外因

死も否定できない場合は（12）を選択する 

l 必須検査を実施したうえで、本手引きにお

いて紹介する補充検査を追加実施するか否

かの判断は診断医の裁量に委ねる。なお、補

充検査を実施しても死因を説明しうる所見

が確認されなかった場合も、必須検査を基

にした場合と同様に取り扱う 

本手引き作成過程における具体的検討内容 

l 手引きの構成は、事案発生から死亡確認、死

後検査と時間的経過に沿って編集する 

l 手引きは実際の診断場面で活用される実用

編と、それに関する解説を記した解説編に

分別して編集する。 

l 死亡状況調査のプロトコル（DSIチェックリ

スト）の作成 

l 臨床問診事項や家族歴を含む病例調査シー

ト（SIDSチェックリスト）の改訂 

l 救命措置実施時にでも必要に応じて実施が

推奨される検査（補充検査） 

l 必須検査及び補充検査の検体採取（実施）方

法・保管方法・解釈・実施困難施設を対象に

した検査依頼方法 

l 必須検査を利活用した際の SUDI 分類フロ

ーチャート 

l 必須検査に追加し補充検査を実施した場合

の SUDI 分類フローチャート 
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２．背景 

乳幼児が突然に命を落とすことは家族、社会

にとって大きな悲しみであり、その悲しみに寄

り添い、繰り返さないためには、死に至る過程

を検証し予防策を講じる必要がある。 

1990年代には疫学調査によってうつ伏せ寝が

乳児突然死の危険因子と認識され、あおむけ寝

キャンペーン（Back to sleep campaign：BSC）

が世界各地で実施された。その結果、SUDI の発

症は顕著に抑制された。わが国でも 1996 年に

BSC が開始されると 2005年には BSC 開始時の約

半数まで SUDI が減少した（図 1）。しかし、その

後は件数および率ともに横這いであり、BSC に

留まらない予防策の発見・周知が求められてい

る 5。 

 
図 1．SUDI 発生率および死因内訳の年次推移． 

 SUDI に含まれる主要死因である SIDS，窒息，

原因不明を示した。 

 

また、SUDI自体は横這いである一方、その死

因分類の内訳に注目すると、「SIDS」の割合が減

少し「不詳」が増加している（図 1）。そして、

この「不詳」を可能な限り減少させることが国

際的に推奨されている。その理由としては、１）

公衆衛生の安定を推進する、２）医学の進歩発

展に寄与する、３）社会正義の実現、４）遺族を

含む関係者の悲嘆の癒しに資する、の 4 点が挙

げられる。 

公衆衛生学的には、死因分類は疾病・事故・犯

罪の予防に資する必要があるが、原因がわから

ない「不詳」を手掛かりに予防法などを検討す

ることは難しい。また、原因が「不詳」のままで

は市民に安心を届けられない。医学研究におい

ては研究対象を絞り込む必要があり、抽出や追

跡が可能な「不詳」に代わる分類名/診断名が求

められる。また、社会秩序を維持するために、同

様の事故や犯罪を抑制する必要がある。この、

社会正義を実現する場面では、死に至る経緯や

責任の所在を明確にすることが求められ、分類

名/診断名が重要な役割を担う。一方、犯罪の可

能性がないと判断されれば、遺族、関係する全

ての人の悲嘆の癒やし（グリーフケア）を優先

する必要がある。しかしながら、「死因は『不詳』

でした」という遺族への説明は、癒しの第一歩

に大切とされる死の受容を妨げる。また、自責

の念を抱いたり、他者に疑念を持たせたりする

こともある。何がどのように起こったかを家族

が知る一助となる分類名/診断名が求められる。 

このような「不詳」が多くなる原因の１つに

SIDS 診断の難しさがある。そして、その難しさ

の要因としては、１）病理所見や死亡状況調査

の解釈や定量化は困難であり、除外診断である

SIDSの根拠としてこれらをどこまで利用できる

かが不確かであること、２）明瞭な説明が求め

られる裁判では、上記のような不確かな根拠に

基づいた SIDS という診断名を提示しづらいこ

と、３）診断医の意図とは異なる死因分類を人

口動態統計への登録で付されてしまうことなど

が挙げられてきた。 

なお、日本においては、2005年に厚生労働省

研究班によって SIDS の定義が「それまでの健康

状態および既往歴からその死亡が予測できず、

しかも死亡状況調査および解剖検査によっても

その原因が同定されない、原則として 1 歳未満

の児に突然の死をもたらした症候群」と改訂さ

れた。また、剖検を実施しなくても「SIDS の疑

い」とできるとされていたそれまでの方針が変

更され、剖検が必須とされた。これにより、それ

までは剖検を実施せずに SIDS とされていた症

例が「不詳」とされるようになったために、日本

における「不詳」が増加したと推測された。実

際、改訂された 2005年以降、SIDS は減少し「不

詳」が最多となっている（図 1）。しかし、剖検

率を調査してみると 2005 年以前の我が国にお

図 2 SUDI 発生件数と剖検実施件数/率の年次推移 
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ける SUDI 症例の剖検実施率は 50％に満たなか

ったが、2020 年には 80％に達している(図 2)6。 

このことは、剖検を実施しても診断が確定で

きないのが現状であることを示しており、剖検

を実施した際に利用すれば、標準化された診断

/分類に導かれる新たな手引き（改訂第 3版）が

必要である。 

３．診断へのアプローチと改訂第 3 版の観点 

改訂第 3版では、医学的な死因診断/分類およ

び臨床・基礎・社会医学研究、そして、「予防の

ためのこどもの死亡検証制度（Child Death 

Review：CDR）」、グリーフケアへの貢献を目的に

編纂した。 

死亡診断書（死体検案書）は、「死亡の原因」

として傷病名を記載する欄と病死や不慮の外因

死・自他殺といった「死因の種類」を記載する欄

で構成されているが、この改訂第 3 版は「死亡

の原因」の診断（推定）を支援することに焦点を

当てた。 

この SUDI における「死亡の原因」の診断（推

定）は、通常、出生歴・生活歴・病歴調査と死亡

状況調査（Death Scene Investigation; DSI）、

さらに剖検を含む各種検査の結果を総合して行

う。SUDI では、死の前兆が全く認められなかっ

た児が、死の瞬間を目撃されることなく死亡す

るのが一般である。従って、諸検査で死を説明

し得る所見が認められないときは、家族歴を含

めた病歴と DSI から得られた客観的事実に基づ

いて医科学的理論を援用して考察によって診断

されるのである。 

そこで、改訂第 3版では SIDS の診断は除外診

断であるとの立場に立ち、除外するための調査・

剖検・検査方法を提示することで、診断へのア

プローチの標準化を目指した。しかしながら、

それでもなお、病理学的所見や検査結果、また、

死亡状況調査による外的ストレスに関するそれ

ぞれの相互関係や死に至る機序への重みなどの

解釈は解決しない。そのため、診断者はこの手

引きを利用しても、担当した症例の最終的な診

断は個々の裁量で行わなければならない。つま

り、このフローのみでは最終的な診断に行き着

くわけではないこと、言い換えれば、個々の医

師の診断や鑑定を拘束するものではないことを

明記しておく。改訂第 3 版は最終判断（推定）

を行う直前の段階までは導いてくれる図 3 のよ

うなフローチャートの提示を目指している。 

そこで第一に、DSI および病歴調査に必要な

問診・チェックリストを提示した。ここで収集

される情報は、剖検や各種検査の結果を解釈す

る際にも利活用できる。また、死亡発見現場に

立ち会う可能性のある警察官や保育士、福祉関

係者も利用できることを目指した。さらに、診

断医と蘇生にあたった救急医の間で共有すべき

情報や、死亡確認を行った医師とかかりつけ医

における情報共有についても言及した。 

次に、各種検査の項では、専門機関や研究機

関以外の施設でも実施が推奨される検査（推奨

検査）を提示した。また、その推奨検査の検体採

取（実施）方法・保管方法・解釈・依頼方法（実

施が困難な施設の場合）を提示した。さらに、最

終診断医が、推奨検査以外にも追加（補充）検査

が必要と考えた場合に、その追加（補充）検査を

依頼できる専門機関や研究機関を紹介した。 

今回の改訂ではグリーフケアにも焦点を当て、

蘇生に当たる臨床医の対応や DSI を実施する警

察官の心得なども記載した。また、現在、全国で

の社会実装が目前に迫る CDR に資する手引きと

なることも念頭に改訂した。  

なお、改訂第 3版によって導かれた SIDS 診断

には不確定な要素が少なからず含まれる。その

ため、この改訂第 3版を刑事/民事法廷における

議論で活用されることは念頭に置いていない。 

 

図３．診断フローチャート 

 

 

D. 考察 

 CDR は予防を目的にしたこどもの死亡検証制

度である。現在我が国には多様な死亡検証制度

が存在しているが、CDR が他の検証制度と異な

る点は、①地域を基盤に実施される、②個別の

事案を対象にするのではなく、18歳以下全ての

こどもの死亡を対象としている、③死因究明や、
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事案にかかわる責任の所在や程度などを明らか

にすることは目的にしていない、④死因究明の

事実を基に、仮定や仮説をまじえて予防の可能

性を検証する、⑤こどもの安全環境を創出する

ために、多職種により継続的に検証を行う、な

どが挙げられる。このため、CDR は「予防のため

のこどもの死亡検証」と命名されている。 

 予防を追及するときには、死因が事実に基づ

き適切に究明されている必要がある。これが不

正確であったり不確実である場合、それを基に

した検証では予防策の適切さや有効性は不十分

である。従って、死因究明は CDR の生命線でも

あると言って過言ではない。そして、CDR の主要

課題である予期せぬ乳幼児の突然死（SUDI）は

まさに診断に課題を抱えた事案である。そのた

め、有効な CDR を社会実装するためには SUDI 診

断を標準化し適正化することは必須の課題と言

える。今回の診断基準検討委員会の検討は、現

在急速に発展している遺伝子検査や感染症検査

の最新の知見を踏まえて、より確実で正確な診

断に導く順路を明確にすることを目的に手引き

の改訂を試みた。しかし、死の機序を合理的に

説明する所見が存在しない死亡の取り扱いは、

科学の進歩によっても困難であることが判った。 

 CDR の目的の一つにグリーフケアが挙げられ

ている。グリーフケアとは、悲嘆の事実を受け

入れ、未来へ向かう心の指向性を支援すること

とされている。こどもを亡くした遺族が抱く思

いは多様であるが、「何が起こったのかを知りた

い。そして、このような悲しみが再び起こらな

い社会にしてほしい。」との思いは概ね共通した

心情である。何が起こったのか、なぜ起こった

のかという疑問に対しては、死因究明がそれに

答えを出す役割を担っている 7。それに納得がい

かない場合などは、各種の検証委員会が集中的

に原因や背景を明らかにすることで、死そのも

のを受け入れる支援となる。一方、同じことが

繰り返されない世の中にしてほしい、この思い

に寄り添うのが CDR の役割である。SIDS の病態

生理を明らかにし予防法や治療法を解明するこ

とは、現状は不可能にみられる。しかし、あおむ

けキャンペーン（BSC）が社会実装されたことで、

SIDS の発生率は半減以下まで抑制された。この

ように、社会が同じ苦しみの再発予防に取り組

み、たゆまぬ努力を続けることが遺族の願いを

現実化し、未来志向の心の支援となるであろう。

これが、CDR が実現するグリーフケアである。 

  

E. 結論 

 今回の乳幼児突然死診断の手引きの改訂は医

学的な効果のみならず、有効な CDR を社会実装

させるために必要な事業と位置付けることがで

きる。 
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